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◆巡回指導における指摘項目(否)の件数
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順位 指導項目 指導件数 否件数 否割合
前年度
順位

1 特定運転者への特別指導 578 296 51.2% １位

2 運行指示書の作成 98 46 46.9% ２位

3 健康診断の実施 856 268 31.3% ５位

4 特定運転者への適性診断 578 168 29.1% ３位

5 運輸安全マネジメントの実施 787 221 28.1% ４位

6 乗務員への指導監督 862 241 28.0% ７位

7 点呼の実施・記録保存 862 219 25.4% ６位

8 定期点検の実施・記録保存 862 205 23.8% ９位

9 整備管理者研修の受講 655 135 20.6% 13位

10 運行管理者講習の受講 678 137 20.2% 10位

■令和３年度 指摘項目(否)ワースト10(神奈川県)

【参考】令和２年度８位であった「過労防止」は11位



◆巡回指導における指摘項目(否)の件数
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順位 指導項目 指導件数 否件数 否割合

1 特定運転者への特別指導 13,166 4,817 36.6%

2 特定運転者への適性診断 13,573 3,265 24.1%

3 運行指示書の作成 4,311 901 20.9%

4 過労防止 19,471 3,869 19.9%

5 点呼の実施・記録保存 19,386 3,743 19.3%

6 健康診断の実施 19,090 3,221 16.9%

7 運輸安全マネジメントの実施 18,563 3,068 16.5%

8 乗務員への指導監督 19,198 3,011 15.7%

9 整備管理者研修の受講 16,861 2,566 15.2%

9 定期点検の実施・記録保存 19,137 2,908 15.2%

■令和３年度 指摘項目(否)ワースト10(全国)



【１位】特定運転者への特別指導
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この項目では、主に①初任運転者への特別指導(座学15時間以上・実技20時間以上)
②初任運転者の事故歴把握③高齢運転者への特別指導(適齢診断結果に基づく)の
３点について確認します。

順位 否の理由 否件数 否割合

1 高齢運転者特別指導全員未実施 118 20.4%

2 初任運転者の事故歴把握なし 112 19.4%

3 初任運転者特別指導一部未実施 56 9.7%

4 高齢運転者特別指導一部未実施 49 8.5%

5 初任運転者特別指導全員未実施 30 5.2%

【事業所での留意点】
●高齢運転者(65歳以上)に適齢診断結果に基づき指導を行い、記録を保存

してください。
●運転者採用時には必ず「運転記録証明書」を取得し、事故歴を把握する

ようにしてください。

0 20 40 60 80 100 120

初任運転者特別指導全員未実施

高齢運転者特別指導㇐部未実施

初任運転者特別指導㇐部未実施

初任運転者の事故歴把握なし

高齢運転者特別指導全員未実施



【２位】運行指示書の作成
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 指示書作成全くなし 21 21.4%

2 正副２部の記録保存なし 17 17.3%

3 変更が生じた際の記録保存なし 3 3.1%

4 指示内容が告示違反 2 2.0%

4 １年分保存なし 2 2.0%

【事業所での留意点】
●２泊３日以上の運行時に必ず事前に２部(運転者携行用・事業所保存用) 

作成し、運行後、事業所にて２部保存してください。
●事前に作成した運行指示書の内容に変更が生じた際には、「運行指示書

(副)」に変更内容を記載した上で運転者に指示し、「運行指示書(正)」
にも変更内容を記載してください。

この項目では、２泊３日のように乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うこと
が出来ない運行の際に、運行管理者、もしくは補助者により適正な運行指示書が作成
され、営業所にて正副２部の保存がされているかを確認します。

0 5 10 15 20 25

1年分保存なし

指示内容が告示違反

変更が生じた際の記録保存なし

正副2部の記録保存なし

指示書作成全くなし



【３位】健康診断の実施
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 定期健診一部未受診 93 10.9%

2 深夜業従事者健診対象者全員未受診 57 6.8%

3 定期健診全員未受診 51 6.0%

4 採用時健診一部未受診 32 3.7%

5 深夜業従事者健診対象者一部未受診 24 2.8%

５ 採用時健診全員未受診 24 2.8%

【事業所での留意点】
●１年以内毎に１回の定期健康診断の受診漏れに注意してください。
●深夜従事者の６カ月以内毎に１回の受診がされていない場合が多いので

注意してください。
※深夜従事者とは22時から５時までの間に従事して、１週間に１回以上

又は１カ月に４回以上従事する方です。
●運転者採用時には雇入時健康診断を必ず実施してください。

この項目では、運転者が所定の健康診断を受診し、受診記録が適正に保存されているか
について確認します。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

採用時健診全員未受診

深夜業従事者健診対象者㇐部未受診

採用時健診㇐部未受診

定期健診全員未受診

深夜業従事者健診対象者全員未受診

定期健診㇐部未受診



【４位】特定運転者への適性診断
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 適齢診断全員未受診 85 14.7%

2 初任診断全員未受診 59 10.2%

3 初任診断一部未受診 27 4.7%

4 適齢診断一部未受診 10 1.7%

【事業所での留意点】
●65歳に達した運転者には必ず１年以内に適齢診断を受診させてください。

運転者の多い事業所では適齢診断受診漏れが見受けられるので、運転者
の年齢管理を行ってください。

●新たに採用した運転者には必ず初任診断を受診させる必要があります。
過去３年以内の受診結果がある場合は再度受診する必要はありませんが、
受診結果の記録は事業所にて保管してください。

この項目では、義務付けとなっている適性診断（初任診断・適齢診断・特定診断）
を該当者にもれなく受診させているか確認します。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

適齢診断㇐部未受診

初任診断㇐部未受診

初任診断全員未受診

適齢診断全員未受診



【５位】運輸安全マネジメントの実施
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 輸送の安全に関する計画が未作成 218 27.7%

2 輸送の安全に関する目標が未設定 217 27.6%

２ 輸送の安全に関する方針が未策定 217 27.6%

4 事業年度経過後100日以内に公表なし 199 25.3%

【事業所での留意点】
●車両台数等の規模に関係なく、全ての事業者で義務付けされているため、

各事業者(事業所)で作成し、事業所内掲示、ホームページ等による公表
が必要となります。

●全ての事業者は毎年度ごとに輸送の安全確保に関する取組みを作成し、
目標の達成に向けた計画を実施する必要があります。

●目標達成状況(事故件数)の記載がないケースが見受けられますので注意
してください。

この項目では、運輸安全マネジメントに関する取組計画等が作成され、公表されて
いるかについて確認します。

185 190 195 200 205 210 215 220

事業年度経過後100日以内に公表なし

輸送の安全に関する方針が未策定

輸送の安全に関する目標が未設定

輸送の安全に関する計画が未作成



【６位】乗務員への指導監督
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 教育実施全くなし 95 11.0%

2 指導監督指針の12項目一部未実施 77 8.9%

3 教育記録保存全くなし 29 3.4%

4 一部運転者の受講なし 24 2.8%

5 詳細な教育内容の記録なし 22 2.6%

６ ３年分保存なし 12 1.4%

【事業所での留意点】
●指導監督指針12項目について、各項目を年１回実施することが義務付け

であるため、各項目を実施し、記録を残してください。
※年間計画により12カ月で全12項目を実施するよう計画してください。

●新設項目⑫の項目は未実施の事業所が多いので注意してください。
●事業所内の全ての運転者に対して実施し、欠席者は必ず後日フォローし、

教育記録簿には運転者全員の氏名を記載してください。
●教育記録の実施内容は、各項目についてどのような教育をしたかが分る

ように記録してください。

この項目では、運転者に対して行う指導監督の指針(国交省告示第1366号)に基づいた
運転者に対する安全教育を適正に実施しているかについて確認します。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

３年分保存なし

詳細な教育内容の記録なし

一部運転者の受講なし

教育記録保存全くなし

指導監督指針の12項目一部未実施

教育実施全くなし



【７位】点呼の実施・記録保存
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 一部点呼未実施 44 5.1%

2 電話点呼あり 42 4.9%

3 点呼のタイミング不適切 30 3.5%

4 セルフ点呼あり 27 3.1%

5 中間点呼未実施 26 3.0%

６ 一部無資格者による点呼 23 2.7%

【事業所での留意点】
●必ず運転者が出庫する前に運行管理者もしくは補助者による点呼を実施

し、確実に点呼記録簿に記録・保存してください。
※平成30年６月１日より、点呼時の記録事項として「睡眠不足の状況」

が追加されました。
●点呼のタイミング不適切とは、事業所にて点呼実施後、車庫地にて日常

点検を行うことで、点呼は日常点検実施後に行う必要があるため、注意
してください。

この項目では、運転者が運行管理者又は運行管理補助者より出庫前及び帰庫後などに
適正な点呼を実施しているかを点呼記録簿等から確認します。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

一部無資格者による点呼

中間点呼未実施

セルフ点呼あり

点呼のタイミング不適切

電話点呼あり

一部点呼未実施



【８位】定期点検の実施・記録保存
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 点検記録簿一部保存なし 90 10.4%

2 １年間保存なし 43 5.0%

3 ３カ月点検一部未実施 30 3.5%

4 12カ月点検未実施 20 2.3%

5 認証工場での分解整備未実施 17 2.0%

６ 事務所への保存なし 16 1.9%

【事業所での留意点】
●全車両分を事業所にて１年間(3カ月・12カ月点検)分を記録・保存する

ように注意してください。(コピー可)
●年間計画表を作成し、漏れなく実施するよう注意してください。
●３カ月点検は整備管理者が実施できますが、分解整備を伴う12カ月点検

は認証工場で実施してください。

この項目では、営業所に配置している全車両の１年間の定期点検が実施・記録・保存
されているかを定期点検記録簿にて確認します。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

事務所への保存なし

認証工場での分解整備未実施

12カ月点検未実施

３カ月点検一部未実施

１年間保存なし

点検記録簿一部保存なし



【９位】整備管理者研修の受講
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 研修未受講 111 17.0%

2 受講を確認できる書類未提示 26 4.0%

【事業所での留意点】
●整備管理者研修計画表等により、受講漏れ(２年に１回受講)がないよう

に注意し、研修受講証明書(手帳等)を事業所で保存してください。

この項目では、選任されている整備管理者が適正に研修を受講(２年に１回)している
かを確認します。

0 20 40 60 80 100 120

受講を確認できる書類未提示

研修未受講

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実行

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実行 2/10

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実行 5/15

予定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

実行

（注意）
※２年に１回受講してください。
※２年に１回の年は年度（４月１日から翌年３月３１日まで）で取り扱うため、運行管理者の△山□美は2023年2月10日に
　一般講習を受講していますが、受講年度は2022年度になります。

運
行
管
理
者

整
備
管
理
者

運行管理者講習・整備管理者研修　受講管理表（例）

○田△男

△川○夫

年　度（4月1日～翌年3月31日）

○田△男

区分

△山□美

氏　名 選任年月日 基礎講習受講日

〇年〇月〇日 〇年〇月〇日

〇年〇月〇日 〇年〇月〇日

〇年〇月〇日

〇年〇月〇日



【10位】運行管理者講習の受講
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順位 否の理由 否件数 否割合

1 一般講習未受講 95 14.0%

2 新任の基礎講習未受講 27 4.0%

3 受講を確認できる書類未提示 19 2.8%

【事業所での留意点】
●運行管理者講習計画表等により、受講漏れ(２年に１回受講)がないよう

に注意し、講習受講証明書(手帳等)を事業所で保存してください。
●平成24年４月16日以降、新たに選任された運行管理者が基礎講習未受講

の場合には、選任された年度に基礎講習を受講する必要がありますので
注意してください。
※「新たに選任された運行管理者」とは当該事業者において初めて選任

された方で、当該事業者にて過去に選任された方や他の営業所で選任
された方は該当しません。

●２年に１回の年は年度のことで、４月１日から翌年３月31日までになり
ますので注意してください。
例)2023年２月に受講した場合は、2022年が受講年度となります。

この項目では、選任されている運行管理者が適正に講習を受講(２年に１回)している
かを確認します。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

受講を確認できる書類未提示

新任の基礎講習未受講

㇐般講習未受講



◆巡回指導に係る参考資料

初任運行管理者
実務の手引き

神奈川県適正化事業実施機関では巡回指導等に活用できる参考資料を配布しています。
希望される方は適正化事業部(☎045-471-5877)へお問合せください。

-13-

新たに運転者を
雇い入れた場合

業務管理の手引き

指導・監督指針
改正のポイント

運輸安全マネジメント
の取組みポスター

トラックドライバー
教育実践ガイド

一般的な指導及び監督
の実施マニュアル

届出書類等整理
保存ファイル

モデル就業規則



帳票類のページよりデータ
がダウンロードできます。




